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野

口

官吾

久

雄

一
、
は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
大
名
経
済
は
江
戸
・
京
・
大
阪
の
三
都
の
中
央
市
場
に
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
三
都
・
地
方
聞
に
多
量
の
貨
物
が

移
動
し
た
。
そ
し
て
当
時
、
陸
連
の
発
達
が
充
分
で
な
か
っ
た
の
で
、
水
運
の
可
能
な
処
で
は
貨
物
の
輸
送
は
多
く
水
運
に
依
容
し
た
。
運
賃

一
度
に
大
量
の
運
搬
が
出
来
る
こ
と
は
水
運
発
達
の
積
極
的
要
因
と
な
っ
た
。
特
に
貨
物
が
米
・
石
炭
の
ご
と
く
耐
久
性
の
重

が
廉
い
こ
と
、

量
物
で
あ
る
場
合
に
は
水
運
は
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
年
貢
米
そ
の
他
諸
商
品
の
江
戸
・
上
方
輸
送
の
た
め
の
水
運
の
開
発
が
全

国
到
る
処
で
、
あ
る
い
わ
領
主
の
手
で
、
あ
る
い
わ
商
人
の
手
で
行
わ
れ
た
。

遠
賀
川
の
水
運
は
古
く
か
ら
開
け
、
既
に
十
二
世
紀
に
流
域
の
荘
園
の
年
貢
の
輸
送
が
行
わ
れ
て
い
た
。
古
代
以
来
川
口
の
芦
屋
が
栄
え
た

の
は
こ
の
水
運
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

藩
政
時
代
、
そ
の
流
域
は
米
・
石
炭
・
櫨
等
の
主
要
生
産
地
と
し
て
、
福
岡
藩
お
よ
び
小
倉
藩
の
経
済
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
加
う
る
に

長
崎
街
道
が
こ
れ
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
遠
賀
川
は
重
要
な
交
通
路
と
な
っ
た
。
そ
し
て
領
主
お
よ
び
農
民
が
積
極
的
に
水
路
の
開
発

に
努
め
た
の
で
、
そ
の
水
運
は
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
。

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
〉

四



江
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代
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鴻
賀
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野
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四

川
船
は
麟
と
称
さ
れ
、
そ
の
大
き
さ
は
長
さ
四
丈
三
尺
、
巾
八
尺
、
深
さ
一
尺
九
寸
、
積
載
量
は
米
で
七
五

t
一
O
O俵
、
石
炭
で
は
七
、

0
0
0斤
で
あ
っ
た
。
上
流
部
お
よ
び
支
流
部
で
は
そ
の
%
な
い
し
拍
程
の
も
の
が
航
行
し
た
。

u

u

 

輸
送
貨
物
の
主
要
な
る
も
の
は
年
貢
米
で
あ
る
。
筑
前
回
郡
よ
り
約
七
万
石
、
秋
月
領
よ
り
約
一
万
石
、
小
倉
領
よ
り
三
万
石
弱
で
、
天
保

I
安
政
期
に
十
一
万
石
程
の
量
が
あ
っ
た
。
次
に
石
炭
は
天
保
八
年
筑
前
領
だ
J
で
八
千
万
斤
の
積
出
し
が
あ
り
、
慶
応
二
年
に
は
一
億
斤
に

及
ん
だ
吋
乙
の
外
秋
月
領
、
小
倉
領
よ
り
若
干
の
積
出
し
が
あ
っ
て
い
る
。
．

年
貢
米
と
石
炭
が
積
下
し
貨
物
の
大
部
分
を
占
め
る
が
、
そ
の
他
で
は
大
豆
、
麦
、
菜
種
、
蝋
、
蜜
、
醤
酒
か
ら
、
糖
、
軸
竹
、
油
粕
、
古

金
、
白
蟻
、
種
子
油
、
松
炭
、
瓦
、
牡
嬬
灰
、
生
糸
、
紙
、
胡
麻
、
藍
、
茶
、
葛
、
椎
茸
（
以
上
筑
前
よ
り
）
、
生
蝿
、
鶏
卵
、

夏
、
藤
せ
ん
、
荏
子
、
山
薬
、
夜
苓
、
蜜
（
以
上
豊
前
よ
り
）
が
あ
る
。

橋
、
葛
、

半

積
登
り
貨
物
は
綿
、

煙
車
、
素
麺
、

表
、
蓮
、
鉄
、
酒
、
油
、
砂

糖
、
鯨
油
、
線
香
、
附
木
、
障
子
、
石
見
表
、
入
子
長
持
、
箪
笥
、
三
尺
橿
、
太
平
植
、
焼
物
、

傘
、
一
戸
棚
、
塩
、
鍋
釜
、
麦
、
大
豆
、
鍬
、
鎌
、
千
歯
等
で
あ
る
。

天
草
研
石
、

古
手
、
切
昆
布
、

数
の
子
、

積
下
し
貨
物
は
主
と
し
て
第
一
次
産
業
生
産
物
で
、
食
料
品
及
び
簡
単
な
加
工
品
を
含
め
た
工
業
原
材
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
積
上
り
貨

物
は
食
料
品
、
農
具
、
家
具
、
日
用
品
の
類
で
、
主
と
し
て
都
市
産
出
の
生
産
用
具
と
消
費
物
資
で
あ
る
。
積
下
し
貨
物
の
中
の
生
糸
は
長
崎

よ
り
上
方
に
送
る
も
の
で
あ
る
。

1) 

古
島
敏
雄
「
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
と
交
通
」

一一一一頁）

最
上
川
は
天
正
年
閥
、
最
上
郡
の
領
主
最
上
義
光
に
よ
っ
て
開
発

が
は
か
ら
れ
、
（
阿
部
正
巳
「
最
上
交
通
運
漕
史
」
八
経
済
史
研
・

究
V
U
巻
5
・
6
、
日
巻
4

・
6
）
、
北
上
川
の
川
口
附
替
工
事

が
元
和
・
寛
永
期
に
仙
台
藩
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
（
湾
藤

（
一
二
一
頁
｜
一

進
之
助
「
藩
政
期
北
上
川
水
運
の
一
研
究
」
〈
文
化
V

U
巻
3

号
）
、
ま
た
富
士
川
は
豪
商
角
倉
了
以
の
開
発
に
な
る
な
ど
、
（

鈴
木
直
二
〔
富
士
川
米
穀
通
船
史
〕
八
社
会
経
済
史
学
V
7
巻
9

号
）
領
主
・
商
人
に
よ
る
開
発
の
例
は
極
め
て
多
い
。

観
世
音
寺
文
書
、
大
治
五
年
十
一
月
五
日
「
観
世
音
寺
筑
前
確
井

封
年
貢
送
文
」
八
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
十
八
東
大
寺
文
書
V

2) 

3) 



4) 

三
九
一
頁

西
岡
虎
之
助
「
耗
園
史
の
研
究

二
九
O
頁

「
明
治
十
年
全
国
農
産
表
」
の
統
計
に
よ
る
と
、
持
域
四
郡
の
米

・
生
蝋
の
生
産
高
は
筑
前
全
体
の
巧
以
上
、
右
炭
は
九
割
以
上
を

占
め
て
い
る
。

最
前
大
里
を
起
点
と
し
て
黒
崎
、
木
屋
瀬
、
飯
塚
、
内
野
、
山

家
、
原
因
の
六
宿
を
経
て
、
肥
前
、
肥
後
方
面
へ
通
ず
る
街
道
で

寛
永
年
間
に
整
備
さ
れ
た
。
（
「
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
」
）

水
路
の
開
発
の
最
た
る
も
の
は
害
回
掘
川
の
関
撃
で
あ
る
。
こ
れ

は
遠
賀
郡
中
間
村
よ
り
士
口
田
村
車
返
し
の
難
処
を
経
て
洞
海
に
直

結
す
る
水
路
で
あ
る
。
元
和
信
問
、
藩
主
長
政
の
命
に
よ
り
工
事

が
始
め
ら
れ
た
が
、
難
工
事
の
た
め
一
時
中
断
し
、
の
ち
宝
暦
十

二
年
に
完
成
し
た
。
こ
の
運
河
の
完
成
に
よ
り
距
離
の
短
縮
と
危

険
の
回
避
の
二
重
の
利
券
得
、
水
道
が
飛
倒
的
発
達
を
と
げ
た
。

（
長
野
誠
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
八
福
岡
県
史
資
料
第
一
瞬
V
一二

七
O
頁
、
「
楠
岡
藩
郡
役
所
記
録
」
八
同
右
第
四
幅
V
一一一二三

頁
）
後
期
に
は
、
寛
政
伝
閥
、
上
減
嘉
麻
郡
南
部
よ
り
年
貢
米
の

積
下
し
、
（
「
稲
築
町
誌
」
六
六
頁
、
「
古
問
国
務
軒
浸
録
」

An
県

史
資
料
、
第
六
輯
V
二
六
五
頁
）
、
安
政
六
年
に
は
支
持
部
絞
手

郡
四
郎
丸
村
よ
り
石
炭
の
割
引
下
し
が
始
め
ら
れ
ろ
等
上
務
部
の
開

発
が
進
ん
だ
。
（
入
江
文
書
「
入
江
家
記
録
」
）

松
尾
文
書
慶
応
二
年
九
月
一
級
手
郡
木
屋
瀬
村
川
開
御
改
被
成
ニ

付
仕
上
候
書
物
之
事
」
、
「
党
」
お
よ
び
「
士
門
田
港
軒
湾
録
」

上
」
二
六
七
頁
l
二
七
三
頁
、

5) b) 7) 8) 

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

9) 

秋
月
務
の
米
船
は
二
五
J
三
O
俵
積
（
「
吉
田
浩
軒
漫
録
」
）
、
小

倉
藩
石
炭
船
は
長
さ
三
間
半

t
四
問
、
巾
六
尺
、
八
反
帆
、
三
五

0
0斤
積
（
「
田
川
市
史
」
一
九
五
頁
）

四
郡
の
石
高
は
約
二

O
万
石
、
そ
の
約
四
割
が
若
松
蔵
納
米
で
あ

る
が
一
部
は
水
運
と
利
用
し
な
い
。
（
天
保
五
年
筑
前
各
郡
村
石

高
帳
」

An
県
史
資
料
第
二
輯
V
二
五
一
頁
、
「
安
永
十
年
山
野
村

軸
帳
」

A
稲
築
町
誌
V
六
一
頁
）

「
吉
田
浩
軒
漫
録
」

六
角
文
書
、
仮
題
「
年
貢
米
蔵
納
書
上
」
安
政
頃
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。

楠
野
文
書
「
天
保
八
月
酉
三
月
御
郡
御
仕
組
焚
石
斤
数
井
御
益
銭

月
々
勘
定
帳
」

松
尾
文
書
慶
応
三
年
二
月
「
遠
賀
鞍
手
両
郡
舟
庄
屋
舟
組
頭
中
乍

恐
連
名
を
以
御
願
申
上
侠
事
」

仮
題
「
秋
月
務
石
炭
御
仕
組
諸
記
」
（
「
若
松
市
史
後
編
」
一
一
一
一

O
頁
）
、
一
太
文
書
「
天
保
三
年
寅
年
中
通
船
高
」

松
尾
文
書
万
延
元
年
九
月
「
商
人
諸
荷
物
直
方
よ
り
芦
屋
若
松
迄

積
下
り
運
賃
之
覚
」
及
び
「
黒
崎
記
録
」
（
「
八
幡
市
史
」
一
五

九
頁
）

六
角
文
書
天
保
二
年
「
産
物
税
覚
」

松
尾
文
番
万
延
一
万
年
九
月
「
商
人
諸
荷
物
芦
屋
若
松
よ
り
直
方
迄

秘
上
せ
潔
賃
之
党
」
及
び
「
嘉
穂
郡
誌
」
（
六
回
J
六
六
頁
）

10) 12) 11) 13) 14) 15) 16) 18) 17) 

一
四
三
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ニ

、

水

運

の

機

構

遠
賀
川
で
年
貢
米
そ
の
他
諸
貨
物
の
輸
送
は
藩
の
認
可
を
う
け
た
川
勝
の
み
が
行
う
。
そ
し
て
川
蹄
仲
間
が
結
成
さ
れ
る
。
川
勝
仲
間
ま
た

は
そ
の
所
在
地
は
「
船
場
」
「
御
米
場
」
と
称
さ
れ
た
。

船
場
の
所
在
と
所
属
船
数
の
分
明
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

江戸後期3)

般
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8 
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戸
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遠
江
戸
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遠
賀
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大

金
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五



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

勝
仲
間
の
機
能
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
年
貢
米
の
輸
送
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
厳
格
な
規
定
が
あ
っ
た
。
舟
作
事
、
宮
・
廷
の
整

一
四
六

ー「

山
鹿
魚
町
御
米
積
川
勝
数

備
等
万
全
の
準
備
が
要
求
さ
れ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
積
立
て
の
区
域
に
は
厳
格
な
区
分
が
な
さ
れ
て
い
た
。

本
場
三
十
二
隻
上
荷
積
六
隻
以
上
定
規
其
外
増
十
隻

内
遠
賀
郡
積
船
七
隻

山
鹿
・
香
月
・
楠
橋
・
畑
・
馬
場
山
以
上
五
村

下
鞍
手
積
船
七
隻

猪
倉
・
木
月
・
新
入
・
小
牧
以
上
回
村

同

六
隻

植
木
・
鶴
田
・
磯
光
以
上
三
村

上
鞍
手
積
船
六
隻

鹿（勝
ケ鹿野
野毛・
聞馬新
．）北
勢・
田新

山
口崎
ノ・

原奈
以良
上津
三以
村上

四
村

嘉
穂
郡
積
船
七
隻

L5) 

右
の
例
で
は
麟
が
六
、
七
般
ず
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
ま
っ
た
受
持
区
域
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

さ
ら
に
嘉
麻
郡
上
三
緒
触
の
場
合
を
見
る
と
、

「
一
船
数
三
腹
弐
歩

岩

崎

舟

頭

館

田
同同

一
同

四
腹
九
歩
七
厘

漆

生

舟

頭

川

島
同

嘉

市

太

右

衛

門

安

平

新

七

仁

平



同

三
鰻
弐
歩

一
船
数
弐
般
六
歩
七
厘

同

壱
鰹
五
歩
七
厘

同

壱
艇
壱
歩
九
厘

一
船
数
回
歩
弐
厘

一
同

弐
般
弐
歩
弐
匡

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

同

同

総

田

飯
塚
・
6
借
舟

舟

頭

総

田

同

川

島同

舟

頭

川

島

同

館

田

舟

頭

川

島

舟

頭

川

島

舟

頭

飴

田

同

川

島

文 甚

右

衛

門

弥

下
臼
井孫仁 勝

右

衛

門

牛

隈
新

次

郎

貞

月
孫

右

衛

門

儀

上

下
与

大
隈
町

下

益勘辰

右

衛

門
蔵次i¥. 郎市助i¥ 

一
四
七



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

同

壱
腰
四
歩
七
厘

一
船
数
壱
腫
三
歩
九
匡

同

弐
腰
三
歩
壱
厘

同

弐
鰻
五
歩
弐
厘

一
同
弐
腹
七
厘

一
同
弐
腹
六
歩
三
匡

同

三
捜
弐
歩
九
厘

舟

頭

鯨

田

同

川

島

舟

頭

川

島

舟

頭

川

島

舟

頭

鯨

田

同

川

し

ま

舟

頭

館

田

同

川

し

ま

舟

頭

川

島

同

総

田

下
中
益士ロ久

中

益仁

大
隈
村仁

右

衛

門

上

村 平

右

衛

門

同

善庄

熊

畑忠義

上
山
田与源

下
山
田

一
四
八

市/¥. 七助七郎助



同

弐
捜
九
歩
三
厘

一
同
壱
鰻
五
歩

同

壱
捜
六
歩
七
厘

同

四
盟
七
歩
三
厘

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

舟

頭

飴

田
同

同

川

し

ま

舟

頭

川

島
同

開

館

田

舟
頭
川
し
ま

舟

頭

鯨

田
同

舟

頭

川

島
同

同

鎗

田同

飯
塚
A
O
借
舟

新助徳

右

衛

門

平

新 忠

次

郎

惣

次

郎

鴨

生

口

春
兵

四

郎

ー』ノ、源

右

衛

門

山

野末日五孫久叉

右

衛

門
平十助助七郎平次

一
四
九



江
声
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
同
壱
膿
九
歩
七
厘
六
毛

歩
船

同

壱
担

〆
同

壱
般

〆
同

壱
腹

〆

内
六
歩
七
厘

（
マ
マ
）

五
歩
弐
厘

内
五
歩
弐
麗

四
歩

内
弐（四
歩マ歩
三マ弐
厘）厘

壱
歩
九
厘

弐
歩
弐
厘

舟

頭

川

島

同

飴

田鎗
田

飴
田

同

上
三
緒久茂

牛

隈 助

右

衛

門

員

月伊

上

村

宮

士ロ久

大
隈
町

大
隈
村

上

下
下

益

一五
O

助平平



一
同
壱
鰻

合
四
拾
九
腹

内
六
歩
壱
厘

弐
歩
六
厘

弐
歩 歩

船

JI I 
島

藤

助

上
山
田

下
山
田

下
臼
井

と
二
二
か
村
の
年
貢
米
の
積
立
て
は
鎗
田
・
川
島
両
船
場
の
受
持
つ
と
ζ

ろ
で
あ
っ
て
、
双
方
の
船
が
打
混
じ
て
配
当
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各

l-6) 

船
の
受
持
区
分
は
村
毎
に
は
っ
き
り
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

1般当積立高
石

574 

593 

551 

556 

310 

高責租高船数
石石般

5,746 4,022 7 

村

第一表

ヴ

d

r

o

p

O

勾

d

4,151 

3,307 

3,338 

2,173 

5,930 

4,725 

4,769 

3,104 

遠賀郡5か村

，， 

，， 

，， 

，， 

註1）村高は「天保五年筑前各郡村石高帳」による。

2）貢租高は山野村の例により 7割として計算した。

下鞍手4

3 

上鞍手4

嘉麻郡3

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
〉

，， 

こ
の
よ
う
な
割
当
は
年
貢
米
高
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
。
第
一
表
は
山
鹿
魚
町
の
各
陣
の
積

立
高
を
推
定
し
た
も
の
で
め
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
般
当
り
の
積
立
高
は
五

0
0石
台
で
あ

っ
た
乙
と
が
判
る
。

（
嘉
麻
郡
の
場
合
は
何
か
特
殊
な
理
由
が
ひ
そ
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。
）

嘉
麻
郡
上
三
緒
触
山
野
村
の
例
で
は
次
の
如
く
に
な
る
。
安
永
十
年
「
山
野
村
軸
帳
凶
に

よ
る
と
、
村
高
一
一
九
九
石
六
升
六
合
二
勺
、
貢
租
高
は
米
・
大
豆
八
八
一
石
、
丁
銀
九
九

貫
七
五
二
文
で
み
の
る
。
米
・
大
豆
の
う
ち
約
六
O
石
は
村
切
立
米
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
差

引
い
た
約
八
二

O
石
が
若
松
蔵
納
の
米
・
大
豆
で
あ
る
。
こ
れ
を
山
野
村
へ
の
割
当
船
数
回

般
七
歩
三
厘
で
計
算
す
る
と
、

一
担
当
り
約
一
七
三
石
と
な
る
。
乙
れ
は
約
七
回
分
の
輸
送

量
で
あ
る
。

同
郡
平
村
の
大
ま
か
な
計
算
で
は
村
高
七
八
三
石
余
、
そ
の
七
割
の
五
四
八
石
を
若
松
送

一五



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一五

り
と
す
れ
ば
一
担
当
り
の
積
立
高
は
約
一
八
七
石
と
な
る
。
な
お
、
嘉
麻
郡
に
は
他
に
赤
坂
触
が
あ
り
、
そ
の
年
貢
米
も
両
船
場
の
受
持
で
あ

る
か
ら
全
運
漕
量
は
そ
の
約
二
倍
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。

支
流
犬
鳴
川
に
は
若
宮
そ
の
他
の
船
場
が
あ
り
、
そ
乙
の
麟
は
犬
鳴
川
と
遠
賀
川
と
の
合
流
点
の
近
く
に
あ
っ
た
花
ノ
木
堰
ま
で
の
運
漕
を

行
っ
た
。
年
貢
米
は
花
ノ
木
堰
で
積
替
え
ら
れ
て
若
松
へ
送
ら
れ
た
。
さ
き
の
山
鹿
魚
町
の
下
鞍
手
積
船
の
受
持
区
域
三
か
村
の
う
ち
鶴
田
、

磯
光
の
両
村
は
犬
鳴
川
流
域
に
あ
り
、
山
庫
魚
町
の
麟
は
花
ノ
木
堰
よ
り
下
の
輸
送
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
れ
と
同
じ
類
の
船
場
と
し
て
大
隈
船
場
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
隈
蹄
は
嘉
麻
川
の
一
本
木
堰
ま
で
の
運
漕
を
行
い
、
年
貢
米
は
一

本
木
蔵
に
納
め
た
。
そ
こ
よ
り
若
松
迄
は
鯨
田
・
川
島
両
脚
の
受
持
で
あ
る
。

石
炭
の
運
送
に
は
年
貢
米
の
よ
う
な
厳
格
な
き
ま
り
は
な
か
っ
た
。
勿
論
仲
間
の
受
持
区
分
は
郡
単
位
程
度
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
村
毎

と
か
山
元
毎
の
区
分
は
な
か
っ
た
。
専
売
石
炭
や
藩
用
煽
石
の
積
出
し
の
舟
割
は
山
元
よ
り
の
引
合
い
に
応
じ
て
、
舟
庄
屋
、
舟
割
役
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
石
炭
・
煽
石
の
場
合
は
年
貢
米
の
場
合
と
異
っ
て
、
山
元
の
所
在
の
如
何
に
よ
っ
て
は
大
い
に
積
出
し
の
条
件
に
良
否
が
存
在

し
た
の
で
、
そ
れ
を
適
当
に
勘
案
し
て
舟
割
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
時
に
は
他
郡
よ
り
の
積
出
し
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
昨
冬
嘉
穂
石
炭
余
分
焼
立
ニ
相
成
積
舟
之
儀
舟
割
役
A
O
引
合
参
作
ニ
付
鞍
手
三
ケ
所
川
勝
割
合
仕
積
方
登
舟
為
致
（
下
略
）
」

一
般
商
品
荷
物
の
場
合
は
船
場
毎
の
受
持
区
分
が
定
っ
て
い
た
。

「
（
略
）
上
境
村
A
O
之
出
来
は
勿
論
何
品
た
り
共
同
村
d
舟
積
之
分
ハ
響
中
買
等
ハ
何
方
之
人
た
り
共
当
川
勝
受
持
積
場
之
儀
ニ
付
舟
積
－
一
相

成
作
ハ
ハ
及
引
合
当
川
蹄
ぷ
積
方
可
仕
筈
（
中
略
）
承
知
可
仕
船
方
作
法
も
有
之
（
下
略
ご

し
か
る
に
、
慶
応
元
年
四
月
、
中
泉
村
仲
買
平
市
が
上
境
村
舌
間
喜
三
太
の
払
米
を
買
受
け
て
直
方
の
尾
崎
屋
酒
場
に
送
る
の
に
豊
前
船
を

雇
っ
て
い
た
の
が
露
顕
し
た
。
乙
の
時
、
木
屋
瀬
船
場
は
、
豊
前
船
頭
は
受
持
区
域
を
侵
し
た
廉
で
船
を
、
仲
買
平
市
は
他
領
舶
を
雇
っ
た
と
い

う
理
由
で
積
荷
の
米
を
押
え
た
。
こ
の
よ
う
に
受
持
区
域
を
侵
す
も
の
に
対
し
て
は
断
固
た
る
処
置
が
と
ら
れ
わ
。



積
上
り
貨
物
の
輸
送
は
荷
主
と
船
頭
と
の
相
対
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

「
売
人
衆
上
方
筋
ぷ
諸
品
仕
入
物
若
松
入
津
仕
分
先
年
A
O
荷
主
ケ
所
々
売
人
相
対
積
登
仕
来
居
申
外
」

乙
れ
は
、
水
運
の
統
制
が
年
貢
米
、
専
売
商
品
の
輸
送
の
統
制
の
必
要
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
り
荷
ま
で
を
統
制
す
る
必
要
が
な
か

っ
た
ζ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
自
由
が
認
め
ら
れ
た
乙
の
部
分
で
は
紛
争
が
起
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
治
二
年
若
松
麟
仲
間
が
仕
組
と
称
し
て
荷
積
み
の
独
占
を

は
か
ろ
う
と
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
若
松
船
頭
ぷ
所
仕
組
之
儀
ニ
付
積
方
不
致
様
申
是
新
記
官
方
致
度
ハ
荷
物
相
応
運
賃
之
内
同
所
江
相
納
件
ハ
ハ
積
方
為
致
可
申
左
無
之
而
ハ
所

仕
組
ニ
付
総
市
諸
荷
物
積
登
相
断
」

こ
れ
に
対
し
鞍
手
郡
三
か
所
の
船
頭
は
「
若
松
ぷ
積
登
荷
物
ハ
若
松
売
人
買
込
之
所
積
出
作
儀
ニ
無
御
陪
当
三
ケ
所
飯
塚
小
竹
之
売
人
仕
入

荷
物
斗
同
湊
入
丈
之
儀
ニ
付
（
略
）
是
迄
通
売
人
相
対
積
戻
之
儀
若
松
舟
頭
中
江
御
達
被
仰
付
可
被
為
下
」
と
反
対
し
て
い
る
。

小
倉
領
田
川
郡
で
は
伸
聞
は
「
盤
」
と
称
し
て
い
た
。
田
川
郡
の
年
貢
米
の
う
ち
八
割
以
上
の
二
三
・
五
四
O
石
が
赤
池
蔵
に
納
入
さ
れ
て

い
て
刈
そ
こ
に
金
田
・
上
野
の
二
盤
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
添
田
盤
が
出
来
、
添
田
盤
は
天
保
四
年
以
降
に
添
田
・
伊
田
の
二
盤
に
分
割
さ
れ

た
。
さ
ら
に
天
保
十
一
年
猪
膝
盤
が
作
ら
れ
て
船
数
は
九
四
般
と
な
っ
た
。
猪
膝
盤
が
出
来
た
時
、
金
田
・
上
野
両
盤
船
持
、
水
主
よ
り
猪
膝

盤
廃
止
の
要
求
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
積
高
大
層
ニ
相
減
船
仕
入
等
も
出
来
兼
」
る
か
ら
で
、

「
御
米
積
廻
方
御
差
支
ニ
モ
相
成
作
義

－
一
御
座
作
へ
者
本
盤
之
内
江
造
方
被
仰
付
」
と
申
し
出
た
。
し
か
し
そ
れ
は
藩
の
受
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
か
。
こ
の
よ
う
な
船
数

の
増
加
は
年
貢
米
・
石
炭
等
の
貨
物
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
ら

で、
天
保
四
年
の
金
田
盤
三
O
腹
の
年
貢
米
輸
送
高
は
赤
池
蔵
よ
り
一
二
・

O
三
六
俵
、
精
蔵
よ
り
一
一
・
三
一
一
俵
の
計
二
三
・
三
四
七
俵

一
担
当
り
七
七
人
・
二
俵
で
あ
っ
た
。
そ
の
運
賃
は
米
一
二
石
入
斗
六
升
余
で
あ
も
金
田
盤
三
O
般
の
積
高
は
赤
池
・
精
両
蔵
の
納
米

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
五
三



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
五
四

高
の
約
二
入
弘
、
運
賃
の
面
で
は
約
三

O
%
で、

m
f
M門
に
僅
か
足
り
な
い
が
、
天
保
四
年
に
実
際
二
七
・
入
O
O石
の
納
米
が
行
わ
れ
た
か

ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
だ
け
が
運
送
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
年
貢
米
の
積
送
り
は
筑
前
の
場
合
と
同
じ
く
、
各
般
に
均
等

に
割
当
て
ら
れ
た
と
考
え
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

年
貢
米
以
外
の
貨
物
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
大
体
筑
前
と
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

勝
仲
間
は
年
貢
米
の
輸
送
を
は
じ
め
遠
賀
川
の
水
運
を
独
占
す
る
代
り
に
、
運
上
銀
の
上
納
、
諸
公
役
そ
の
他
の
諸
負
担
を
義
務
づ
け
ら
れ

n
 

た
。
公
役
に
は
筑
前
で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

長
崎
非
常
弁
芦
屋
若
松
に
異
国
船
渡
の
刻
水
夫
出
方

2

殿
様
上
下
に
付
植
木
・
木
屋
瀬
川
渡
舟
出
方

3

家
老
用
人
衆
通
行
の
節
の
川
渡
舟
出
方

4

猟
船
又
は
陣
原
・
黒
崎
・
若
松
へ
の
乗
船
出
方

5

筑
前
街
道
諸
通
行
加
子
賃
米
年
々
米
六
升
宛

6 

そ
の
他
の
郡
役

お

そ
の
他
、
豊
前
の
例
で
は
次
の
よ
う
な
水
主
の
諸
負
担
が
あ
っ
た
。

上
乗
役
料

米
三
斗
三
升
三
合
五
勺

2

小
頭
給

，， 

五
升
三
合
三
勺

3 

欠
米
御
用
米
押
え

F

九
斗
三
升
九
勺

4

諸
雑
用

F

五
斗
四
升
五
合
二
勺

5 

御
日
待
水
主
入
用

，， 

五
升
七
合
五
勺



6

水
主
雑
用

H

九
升
三
合
六
勺

計

米
一
石
九
斗
一
升
四
合

都
一
般
当
り
の
年
貢
米
の
運
賃
収
入
が
米
一
二
石
八
斗
七
升
弱
の
う
ち
、
水
主
の
取
分
は
六
石
八
升
五
合
九
勺
で
あ
っ
か
か
ら
約
払
が
そ
こ

か
ら
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
殆
ん
ど
大
多
数
の
掛
を
所
有
し
な
い
水
主
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
領
主
貨
物
、
特
に
年
貢
米
の
輸
送
は

低
い
運
賃
に
押
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

勝
仲
間
の
支
配
形
態
は
農
村
の
場
合
と
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
筑
前
で
は
大
庄
屋
、
船
圧
屋
、
船
組
頭
の
諸
役
人
が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
。

大
圧
屋
は
各
触
の
大
匝
屋
で
農
民
と
船
頭
の
双
方
と
併
せ
支
配
す
る
。
船
庄
屋
は
各
船
場
毎
に
あ
っ
て
、
山
鹿
魚
町
で
は
村
庄
屋
が
兼
ね
て
い

た
川
町
、
川
島
で
は
大
船
持
が
任
命
さ
れ
て
お

h
、
鎗
田
、
川
島
で
は
村
庄
屋
と
別
に
船
庄
屋
が
い
た
。
船
組
頭
は
木
屋
瀬
の
場
合
、
い
ず
れ
も

幻

船
頭
汚
あ
り
、
明
治
四
年
の
船
組
頭
高
崎
甚
六
は
船
頭
中
唯
一
人
の
舶
持
で
あ
る
の
で
、
船
組
頭
も
や
は
り
有
力
船
頭
か
ら
選
ば
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

帽
副

支
流
犬
鳴
川
の
船
場
で
は
福
丸
（
若
宮
）
船
圧
屋
の
春
在
が
確
認
さ
れ
た
が
、
他
の
船
場
に
も
船
圧
屋
が
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
あ
る

い
わ
福
丸
船
庄
屋
が
流
域
の
全
船
場
を
統
轄
の
か
も
知
れ
な
い
。
嘉
麻
川
上
流
の
大
隈
で
は
船
頭
中
よ
り
郡
代
役
所
に
差
出
し
た
願
書
に
舟
才

判
武
助
な
る
人
物
が
奥
書
加
印
し
て
い
る
だ
け
で
船
庄
屋
の
名
は
見
え
な
W
。
従
っ
て
大
隈
に
は
舟
庄
屋
が
存
在
し
な
い
で
、
船
才
判
が
そ
の

任
に
当
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
支
流
の
船
場
は
本
流
の
そ
れ
に
比
し
て
船
場
の
規
模
も
小
さ
く
、
運
漕
の
役
割
も
異
っ
て
い
る
の
で
乙
の
よ

う
な
形
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

小
倉
領
で
は
手
永
大
庄
屋
が
各
盤
を
も
支
配
し
、
そ
の
下
に
船
庄
屋
叉
は
上
乗
役
、
小
頭
が
い
た
。
上
乗
役
は
も
と
も
と
年
貢
米
輸
送
の
勝

に
同
乗
し
て
、
船
頭
の
不
正
を
験
視
す
る
役
割
を
負
っ
た
も
の
で
あ
る
も
天
保
六
年
ま
で
は
船
臣
屋
が
寄
在
し
な
か
っ
た
の
で
船
圧
屋
の
役

を
も
兼
ね
行
っ
た
。
船
庄
屋
が
署
名
す
べ
注
文
書
に
上
乗
が
署
名
し
て
い
る
例
ゃ
、
先
掲
の
「
巳
御
米
運
賃
諸
割
本
帳
」
の
傍
書
が
上
乗
名
で

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
五
五



あ
る
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
五
六

そ
し
て
天
保
六
年
王
月
、
金
田
盤
上
乗
元
平
が
宮
床
村
庄
屋
に
任
命
さ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
有

力
農
民
が
上
乗
役
に
任
じ
て
い
る
の
で
あ
略
的
。

お

Mm

天
保
六
年
正
月
上
乗
役
が
廃
止

S
れ
、
船
庄
屋
が
任
命
さ
れ
た
横
様
で
あ
る
。
そ
し
て
金
田
・
上
野
・
添
田
の
三
盤
に
は
船
圧
屋
の
上
に
三

盤
船
庄
屋
が
特
に
任
命
さ
れ
九
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
ま
た
船
庄
屋
が
廃
さ
れ
上
乗
役
が
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
安
政
三
年
に
は
「
上
乗
相
止

諸

問
仲
得
者
以
前
之
通
船
庄
屋
壱
人
御
掃
ら
へ
被
下
請
差
引
為
致
度
事
」
の
願
い
が
郡
中
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
小
頭
は
船
庄
屋
ま
た
は
上
乗
役
の

明
出

そ
し
て
上
乗
役
が
廃
せ
ら
れ
た
時
に
は
上
乗
の
役
目
を
も
負
っ
た
。

4) 

ニ
郡
の
小
計
は
松
尾
文
書
「
覚
」

支
流
で
は
大
隈
は
有
松
文
書
文
久
元
年
十
一
月
「
覚
」
に
、
田

川
郡
は
六
角
文
書
嘉
永
四
年
十
月
「
覚
」
に
よ
っ
た
。

六
角
文
書
〕
苅
禄
二
年
十
二
月
改
「
田
河
郡
人
寄
帳
金
田
手
永
定

控」「
改
訂
増
補
遠
賀
郡
志
上
」
一
一
一
四
頁
、
内
訳
と
合
計
数
字
・
が
一

致
し
な
い
。

有
松
文
書
天
保
十
一
年
子
八
月
「
嘉
麻
郡
上
三
緒
触
村
々
御
米
積

船
頭
舟
翻
覚
書
」
な
お
内
訳
の
数
字
の
合
計
は
四
八
綬
で
、
一
般

の
喰
い
違
い
が
あ
る
。
四
八
般
が
正
し
い
数
字
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
逮
糟
距
離
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
稲
築
町
誌
」
六
一
頁

石
井
文
書
腿
応
三
年
六
月
「
鞍
手
郡
沼
口
村
田
自
紬
帳
一
に
「
米

大
豆
千
百
七
拾
七
俵
九
升
七
合
但
井
手
上
下
運
賃
植
木
高
島
屋
敷

恭
一
人
給
米
共
ニ
」
と
あ
り
、
花
ノ
木
堰
の
上
と
下
と
が
別
の
船
で

下
に
あ
っ
て
諸
務
を
と
り
行
う
者
で
、
組
頭
に
相
当
す
る
。

1) 

「
福
岡
藩
郡
役
所
記
録
」
（
「
県
史
資
料
」
第
四
輯
）
に
み
え
る

宝
永
三
年
六
月
の
「
川
船
定
」
は
叶
へ
の
水
運
の
独
占
の
認
可
と

運
上
銀
の
賦
課
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
仲
間
の
公
許
で

あ
る
。

「
筑
前
国
続
風
土
記
」
（
「
県
史
資
料
」
続
第
四
輯
三
O
頁
）
こ

こ
に
は
鎗
田
の
名
は
ま
だ
見
え
な
い
。

こ
の
数
字
は
、
若
松
は
吉
田
文
書
天
保
六
年
九
月
「
遠
賀
郡
中
明

細
帳
」
（
「
若
松
市
史
」
第
二
集
二
三
八
頁
）
、
山
鹿
は
「
改
訂
増

補
遠
賀
郡
志
上
」
ニ
一
四
頁
、
木
屋
瀬
は
松
尾
文
書
、
文
久
元
年

「
木
屋
瀬
船
場
持
控
」
、
直
万
、
植
木
は
松
尾
文
書
文
久
一
苅
年
八

月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
慣
方
楠
木
三
ケ
所
舟
組
頭
よ
り
乍
恐
御
願
申

上
候
口
上
之
覚
」
川
島
・
総
田
は
有
松
文
書
天
保
十
一
年
子
八
月
「

京
麻
郡
上
三
絡
触
村
々
御
米
稿
船
頭
舟
剖
覚
書
」
に
ょ
っ
介
。
戸

畑
・
黒
崎
は
江
戸
後
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
他
は
船
数
不
明

で
あ
る
が
、
船
場
の
所
在
は
確
認
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
尚
遠
鞍

2) 3) 

5) 6) 9) 8) 7) 



10) 

運
ば
れ
た
こ
と
が
判
る
。
石
炭
も
同
じ
く
「
上
滑
船
ニ
而
植
木
迄

積
下
ケ
井
手
越
仕
候
ニ
付
市
ハ
下
船
居
リ
合
不
申
節
ハ
岡
上
ケ
仕

申
候
」
（
石
井
女
書
安
政
六
年
「
鞍
手
郡
三
月
四
郎
丸
長
井
鶴
両

村
焚
石
山
元
中
よ
り
乍
恐
御
願
申
上
候
口
上
之
覚
」
と
井
堰
の
上

下
が
別
船
に
よ
っ
て
い
る
。

「
漂
賃
高
下
遠
近
之
差
別
不
同
有
之
川
上
村
々
焚
石
積
方
船
頭
共

不
進
ニ
而
積
方
博
取
兼
山
元
差
支
筋
有
之
候
と
相
関
候
船
積
場
当

時
掛
リ
切
入
合
稲
ニ
申
付
候
条
船
庄
屋
共
く
わ
し
く
滋
才
判
焚
石

不
蓑
支
様
積
方
可
申
付
候
事
」
（
天
保
八
年
「
焚
石
会
所
作
法

書」）
当
時
石
炭
は
「
焚
石
」
と
い
わ
れ
た
。
「
石
炭
」
は
煽
石
で
あ
る
。

浜
中
文
書
に
次
の
よ
う
な
送
り
状
が
数
通
脊
す
る
。

11) 

ー「

御
城
下
廻
り
煽
石
川
下
送
状
之
事

船
頭
助
右
衛
門

一
煽
石
百
弐
拾
六
俵
⑫脇

野
村
正
屋

大
庄
屋
格

慶
応
元
年
十
一
斥
三
日

国
広
貞
右
衛
門

山
元

清
次

山
鹿
村
正
屋

大
庄
屋
格

浜
中
双
右
衛
門
殿

L 

ロ
松
尾
文
書
提
応
＝
一
年
二
月
「
業
賀
鞍
手
両
郡
舟
庄
屋
中
乍
恐
横

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

折
を
以
申
上
候
事
」

日
明
同
文
書
慶
応
二
年
正
月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
村
舟
庄
屋
舟
組
頭

よ
り
乍
恐
御
注
進
出
叩
上
候
事
」

日
目
口
同
文
書
明
治
二
年
三
月
「
鞍
手
郡
楠
木
慣
方
木
屋
瀬
三
ケ

所
船
頭
中
よ
り
乍
恐
御
願
上
候
口
上
之
覚
」

四
六
角
文
書
仮
題
「
年
貢
米
磁
納
書
上
」

mm

同
天
保
十
五
年
九
月
「
申
上
演
説
覚
」

初
小
倉
雄
佃
で
は
文
政
三
年
、
田
川
郡
に
新
た
に
椅
践
を
建
て
（
六
角

文
書
文
政
三
年
「
高
原
御
蔵
去
仰
御
米
割
高
井
御
蹴
繍
村
江
御

建
替
一
切
務
控
」
）
従
来
高
原
誠
よ
り
陸
送
し
て
い
た
米
も
大
部

分
水
速
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
碕
蔵
の
新
設
に
よ
り
新
た
に

四
、
二
六
O
石
が
水
速
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
註
謁
に
同

じ
）
ま
た
天
保
年
間
に
は
石
炭
の
生
産
が
急
速
に
の
び
た
。

mmm
六
角
文
書
天
保
五
年
「
巳
御
米
運
賃
諸
割
本
帳
」

忽
松
尾
文
書
慶
応
三
年
「
木
屋
瀬
直
方
植
木
舟
庄
屋
舟
組
頭
よ
り

御
願
申
候
事
」

天
保
年
間
で
は
小
田
貞
右
衛
門
が
村
庄
屋
、
船
庄
屋
兼
帯
で
あ

る
O

（
浜
中
文
書
）

安
政
三
年
川
島
船
庄
屋
藤
右
衛
門
は
飯
塚
に
四
般
を
所
有
す
る
大

船
持
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
川
島
の
商
人
、
木
綿
商
、
櫨
実
買
集
の

藤
右
衛
門
（
屋
号
綿
屋
）
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
（
有
松
文

書）松
尾
文
書
明
治
四
年
九
月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
村
川
崎
・
御
改
帳
）

同
文
書
慶
応
三
年
一
月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
樹
木
福
丸
三
村
船
庄

25) 26) 28) 27) 

一
五
七



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

屋
船
組
頭
よ
り
乍
恐
御
願
申
上
候
事
」

有
松
文
書
文
久
一
元
年
十
一
月
「
党
」

六
角
文
書
安
政
三
年
九
月
「
覚
」

同
天
保
四
年
十
月
「
御
願
申
上
覚
」
、
嘉
永
六
年
の
舶
持
惣
代

・
水
主
惣
代
の
「
御
歎
申
上
覚
」
に
は
上
乗
役
と
大
庄
屋
の
奥
書

署
名
が
あ
っ
て
、
船
庄
屋
の
そ
れ
は
見
え
な
い
。

m品
川

ω

「
天
保
六
年
御
用
井
郡
手
永
出
入
控
」

31) 30) 29) 

同

、

水

運

機

構

の

変

化

一
五
八

34) 

六
角
文
替
の
中
で
は
船
庄
屋
の
初
見
は
天
保
十
六
年
（
弘
化
二

年
）
で
あ
る
が
上
乗
役
の
廃
止
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

よ
y

。

35) 

岡
弘
化
四
年
三
月
「
申
上
演
説
之
覚
」
に
「
三
盤
舟
庄
屋
志
摩

津
実
平
」
と
あ
る
。

お
幻
安
政
三
年
九
月
「
覚
」

同

十
七
世
紀
に
お
け
る
遠
賀
川
の
舟
運
の
様
子
は
「
川
内
船
之
儀
、
例
年
八
月
よ
り
御
米
積
送
仕
候
而
、
春
に
至
り
申
候
へ
ば
、
古
来
よ
り
売

買
の
荷
物
積
申
侯
而
、
人
倉
・
下
関
江
通
路
仕
来
り
申
侯
」
、
そ
し
て
そ
の
船
た
る
や
「
丸
木
船
に
て
御
米
三
十
俵
ほ
ど
積
申
候
、

米
斗
積
少
々
運
賃
に
て
は
御
運
上
米
相
納
年
々
舟
作
事
等
も
難
仕
渡
世
難
成
」
、

秋
春
は
御

生
産
中
心
で
あ
り
、

そ
の
生
産
物
の
う
ち
の
剰
余
労
働
部
分
は
原
則
と
し
て
、
年
貢
と
し
て
領
主
の
徴
収
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
農
民
は
流

と
い
わ
れ
る
状
態
で
め
っ
た
。
当
時
の
農
業
の
形
態
は
主
毅

通
過
程
か
ら
殆
ん
ど
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
わ
ず
か
に
農
民
が
流
通
に
参
加
し
え
た
の
は
、
非
自
給
物
資
（
塩
、
魚
、
農
具
、
肥
料
等
）
の
購
入

と
、
そ
の
た
め
の
生
産
物
の
販
売
と
い
う
と
く
狭
い
範
囲
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

へ
の
農
民
の
参
加
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
船
持
自
ら
が
船
頭
と
し
て
水
運
に
従
事
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

「
古
来
よ
り
売
買
の
荷
物
云
々
」
は
右
の
よ
う
な
商
品
流
通

し
か
る
に
十
八
世
紀
に
入
り
、
流
域
農
村
に
於
け
を
商
品
生
産
が
発
達
し
、
商
品
輸
送
量
が
増
加
す
る
と
蹄
の
所
有
の
集
中
の
現
象
が
広
範

に
あ
ら
わ
れ
た
。
筑
前
で
天
保
九
年
十
二
月
、
嘉
麻
郡
綱
分
村
庄
屋
伴
七
が
同
郡
川
島
村
庄
屋
角
平
、
同
郡
勢
田
村
庄
屋
源
右
衛
門
に
三
枚
の

船
場
免
札
を
質
入
れ
し
た
事
実
が
知
ら
れ
、
川
島
船
庄
屋
藤
右
衛
門
は
安
政
三
年
に
飯
塚
船
場
に
四
腰
、
木
屋
瀬
村
高
崎
新
右
衛
門
、
岡
村
和



三
郎
は
慶
応
二
年
に
各
三
鰻
を
所
有
し
て
い
る
。
豊
前
田
川
郡
で
も
、
嘉
永
七
年
、
加
治
源
吉
郎
が
添
田
盤
米
船
を
六
般
買
入
れ
て
お
り
、
金

田
村
大
臣
屋
六
角
家
は
文
政
五
年
に
三
砂
、
岡
村
金
助
は
同
七
鰻
所
有
す
が
な
ど
所
有
の
集
中
が
み
ら
れ
る
。

勝
所
有
の
集
中
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
船
持
と
船
頭
と
を
分
離
せ
し
め
る
。
慶
応
二
年
九
月
の
川
間
改
で
は
木
屋
瀬
村
二
四
鰻
の
う
ち
、
船

持
に
し
て
船
頭
で
あ
る
も
の
は
僅
か
に
一
人
に
す
ぎ
ず
、
他
は
い
ず
れ
も
船
頭
を
雇
っ
て
い
る
の
を
知
る
。

「
て
高
瀬
船
場

但
是
者
御
郡
中
ニ
御
免
被
何
付
居
外
九
拾
四
鰻
之
内
船
之
株
井
船
諸
道
具
共
－
二
親
分
売
買
三
拾
両
内
外
之
直
段
ニ
御
座
作
（
中
略
）
船

斗
売
買
ニ
仕
払
得
者
新
造
ニ
而
も
拾
三
四
両
位
ニ
而
出
来
作
得
共
御
免
之
船
場
相
添
件
ニ
付
値
段
高
直
ニ
御
座
作

一
、
高
瀬
船
乗
場

但
是
迄
者
小
倉
表
江
御
米
積
廻
シ
ハ
舟
頭
乗
り
之
株
を
売
買
ニ
仕
外
義
と
奉
存
外
併
船
頭
不
埼
御
座
作
節
者
取
揚
も
仕
義
ニ
御
座
川
仲
間
大

鉢
大
金
ニ
者
不
分
ニ
奉
春
作
尤
船
乗
り
水
主
替
り
作
節
少
々
之
借
財
者
跡
d
乗

り

外

水

主

引

請

作

由

者

承

リ

及

申

作

」

右
は
豊
前
領
で
は
船
頭
株
な
る
も
の
が
帯
在
し
て
い
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
船
の
所
有
と
船
乗
り
と
が
分
離
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。

m

M

 

次
に
第
二
表
は
木
屋
瀬
の
文
久
元
年
「
船
場
持
控
」
、
慶
応
二
年
「
川
勝
改
」
お
よ
び
明
治
四
年
「
川
蹄
改
」
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

中
、
行
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
同
じ
所
有
関
係
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
文
久
の
柏
屋
新
左
衛
門
は
慶
応
の
高
崎
新
左
衛
門
と
同

一
人
で
あ
る
。
新
左
衛
門
と
明
治
の
四
郎
八
と
の
関
係
は
詳
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
は
四
郎
八
は
新
左
衛
門
の
嫡
子
で
譲
渡
を
う
け
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

慶
応
と
明
治
の
「
川
燐
改
」
を
比
較
す
る
と
表
の
如
く
大
体
両
者
を
対
置
で
き
る
。
し
か
し
、
文
久
の
「
船
場
持
控
」
と
慶
応
二
年
の
「
川

勝
改
」
と
は
必
ら
ず
し
も
対
照
出
来
な
い
。
慶
応
二
年
の
松
尾
徳
兵
衛
、
香
月
孫
助
が
文
久
の
灰
屋
、
か
ど
や
、
植
木
屋
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

一
五
九



第二表

「船場持控（」文久元年）
「Ill締改」 「川勝改」

（慶応2年） （明治4年）

柏屋和十 (2) 木屋瀬村高崎和十（2) 木屋瀬村高崎重三郎｛2)

グ藤左衛門 (2) fl グ勘一郎（2) ，， 
II 葉三郎（2)

グ新左衛門 (4) ，， 庁新左衛門 (3) ，， II 四郎八（3)

fl 松尾徳兵衛（2) ，， 松尾徳兵次（2)

，， 香月孫助（2) II 香月泳八郎（2)

，， 甚六 (1) ，， 高鍋甚六 (1)

，， 弥平 (1) ，， H 善 七 (1)

，， 和三郎（3) ，， 甲田和三郎（2)

笹田村仲西七平（1)

新入茂三郎 (1) 下新入村 茂三郎（2) 下新入村青柳俊作（2)

II 嘉四郎 (2) ，， 新太郎（2) ，， II 佐七郎（2)

，， 藤太郎 (2) ，， 正五郎（1) ，， II 庄五郎 (1) 

金剛村 与蔵（1) 金剛村吉田源蔵（1)

野面村 仁三郎 (1) 野面村蟹川仁三郎 (1)

上境村舌関喜三太 (1) 上境村苦闘喜三太 (1)

灰 屋 (2) 

同人新入 屋名 前（2)

同人 同上 (1) 

かどや藤右衛門 (2) 

植木屋孫左衛門 (2) 

瓦屋弥十 (1) 

感回甚六 (1) 

（ ）内数字は所有船場数または所有船数

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）
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可
能
性
は
多
分
に
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
金
剛
村
与
蔵
ら
は
文
久
の
「
舶
場
持
控
」
に
あ
る
人
物
の
い
ず
れ
と
も
同
一
人
物
で
な

い
よ
う
だ
し
、
ま
た
そ
の
い
ず
れ
か
よ
り
譲
渡
を
う
け
た
と
考
え
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
「
船
場
持
控
」
の
方
は
感
田
村
の
甚

六
を
除
い
て
は
す
べ
て
屋
号
を
有
す
る
商
人
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
者
が
金
剛
村
、
野
面
村
の
ご
と
き
純
農
村
の
苗
字

を
持
た
な
い
者
に
譲
渡
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
「
船
場
持
」
は
「
川
勝
持
」
と
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
る
を
得
な
い
。

買主

兵助

法輪寺掛持観
音寺維春長老

米屋叉右衛門

勘助

（不日，Jc!)
（右）

米屋叉左衛門

浜中叉右衛門

秋校

売主

助

平

助

郎

郎

喜

八

八

鶴屋長十郎

田

校

校

徳

太

嘉

秋

秋

代価

80文銭720日

日
H

同

ロ

同

ロ

同

ロ

ω

m

y

y

 

Q
U

弓
d

唱
・
＆
の
，
a

9

・

II 

，， 

第3表

船場数

1か所

1 /I 

1 /I 

2 II 

1 /I 

2 II 

lグ

寛政1.12

文化12.9 

文政9.4 

天保3.11

グ 5.2 

1110. 5 

グ 12.8 

年月

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
）

八郎秋校金 13両

現
在
、
山
鹿
の
浜
中
文
書
の
中
に
寛
政
元
年
十
二
月
か
ら
天
保
十
二
年
八
月
ま
で
の
聞
の
「

船
場
」
、
「
川
勝
場
」
の
譲
状
七
通
が
存
す
る
。

（
第
三
表
）
乙
れ
に
よ
る
と
船
場
一
か
所
が
八

十
文
銭
七
二

O
目
か
ら
一
貫
目
、
叉
は
金
一
三
両
で
諦
渡
さ
れ
て
い
る
。
八
十
文
銭
一
貫
目
は

丁
銭
八
十
貫
文
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
金
銭
両
替
相
場
で
は
約
一
三
両
で
あ
る
。
従
っ
て
天
保

年
間
で
は
船
場
一
か
所
の
代
価
は
金
一
三
両
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
掲
の
豊
前

領
の
高
瀬
舶
場
の
説
明
で
は
「
船
之
株
井
船
需
道
具
共
ニ
一
一
問
分
売
買
三
拾
両
内
外
」
で
船
は

「
新
造
ニ
而
も
拾
三
四
両
位
－
一
而
出
来
」
と
あ
る
の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
浜
中
文
書
に
み
え

る
「
船
場
」
は
船
之
株
と
船
諸
道
具
と
を
含
め
た
も
の
で
は
な
く
、
船
之
株
だ
け
を
指
す
も
の

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
木
屋
瀬
の

「
船
場
持
」

は
船
の
株
の
所
有
で
あ
り
、

「
川
勝

持
」
は
船
諸
道
具
の
所
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

船
頭
株
、
川
勝
所
有
、
船
場
株
の
三
者
を
考
え
る
に
、
船
頭
は
実
際
の
運
漕
に
従
事
し
、
川

勝
は
交
通
手
段
と
し
て
運
漕
に
寄
与
す
る
。
と
こ
ろ
が
船
場
株
は
実
際
の
運
漕
に
は
関
与
し
な

ぃ
。
つ
ま
り
船
場
株
は
単
な
る
権
利
H
収
益
権
で
あ
る
。

一
六



江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
〉

一六

船
場
株
の
収
益
構
の
内
容
は
「
舟
場
余
米
同
で
あ
る
。
若
松
の
例
で
は
船
頭
が
年
々
二
俵
の
米
を
船
場
主
に
支
払
っ
て
い
か
。
文
政
六
年
五

月
、
山
鹿
船
場
一
か
所
の
所
有
者
た
る
法
輪
寺
が
そ
の
船
場
を
担
保
に
し
て
、
浜
中
叉
右
衛
門
か
ら
八
十
文
鎮
六
百
目
を
借
り
、
そ
の
利
と
し

て
「
上
ケ
米
」
を
支
払
う
乙
と
を
約
束
し
て
い
る
が
、

ζ

の
「
上
ケ
米
」
は
舟
場
余
米
の
ζ

と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
船
場
株
の
成
立
の
原
因
は
何
で
み
の
ろ
う
か
。

船
場
株
の
成
立
は
商
品
流
通
の
一
定
の
発
展
を
前
提
と
す
る
。
し
か
る
に
、
流
通
商
品
の
中
心
た
る
米
は
そ
の
殆
ん
ど
大
部
分
が
年
貢
米
で

あ
り
、
石
炭
・
櫨
等
の
重
要
商
品
は
い
ず
れ
も
領
主
の
専
売
制
で
強
い
統
制
の
下
に
あ
っ
た
。

ζ

の
よ
う
な
領
主
規
制
の
強
さ
の
下
で
は
、
商

品
流
通
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
輸
業
に
お
け
る
自
由
な
発
展
ハ
例
え
ば
他
の
洞
川
に
み
ら
れ
る
脇
船
の
出
現
等
市
が
阻
止
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
大
勝
所
有
者
た
る
商
人
は
江
戸
中
期
以
降
、
近
世
間
屋
制
の
成
立
の
過
程
で
領
主
の
側
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
商
人
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は

領
主
権
力
に
依
寄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
発
展
し
え
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
も
自
由
な
る
営
業
を
排
除
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
望
む
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
商
人
に
よ
る
投
資
の
対
象
と
し
て
の
「
船
場
株
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
佑
十
二
年
九
月
に
太
田
喜
平

な
る
人
物
が
船
場
一
か
所
を
法
輪
寺
に
売
渡
し
た
の
は
、
法
輪
寺
の
「
右
之
船
場
御
所
望
片
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
利
殖
の
た
め
の
「
御

所
望
」
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
か
。

船
場
株
の
成
立
し
た
場
所
と
し
て
は
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
山
鹿
・
木
屋
瀬
の
他
で
は
飯
塚
・
植
木
・
直
方
な
ど
の
在
町
と
か
、
若
松
・
芦

屋
の
港
町
と
か
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
立
は
北
九
州
の
商
品
生
産
が
文
佑
・
文
政
期
を
転
機
と
し
て
急
激
に
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
と
考
え
合

わ
せ
て
、
浜
中
文
書
に
み
ら
れ
る
如
く
、
寛
政
頃
に
始
ま
り
、
天
保
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

1) 

松
井
文
書
「
要
用
録
」
所
収
、
享
保
十
三
年
五
月
「
川
筋
船
持
中

乍
恐
奉
願
上
口
上
覚
」

2) 

右
同
事
保
十
年
十
一
月
廿
一
日
「
弁
上
九
大
夫
方
よ
り
御
郡
奉

行
へ
被
遺
候
寄
付
書
ノ
写
シ
」



拙
稿
「
近
世
中
期
北
九
州
海
上
輸
送
権
を
め
ぐ
る
争
論
に
つ
い

て
」
（
「
九
州
史
学
」
却
号
）

飯
塚
船
場
の
宝
永
年
闘
に
お
け
る
一
一
一
一
一
般
の
杓
の
所
在
は
そ
れ

だ
け
で
も
大
船
持
の
存
在
を
推
測
せ
し
め
る
。
飯
塚
村
は
「
上
方

よ
り
商
南
組
問
州
往
来
の
宿
駅
な
り
。
国
中
の
郷
里
に
て
民
家
の
多

量
事
姪
浜
・
甘
木
に
つ
げ
り
。
芦
屋
川
の
上
な
る
故
、
川
舟
多
く

運
稽
の
便
よ
く
て
、
海
味
も
と
も
し
か
ら
ず
。
富
入
も
叉
頗
る
在

て
に
き
は
へ
る
所
也
」
と
筑
前
国
統
風
’
丈
記
に
載
せ
ら
れ
、
嘉
裕

二
郡
の
中
心
的
在
町
に
し
て
、
遠
賀
川
水
運
の
起
点
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
こ
こ
に
は
商
人
に
よ
る
多
数
の
姉
所
有
が
阜
く
か
ら
み
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
様
な
締
所
有
は
む
し
ろ
例
外
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。

有
松
文
書
天
保
九
年
十
二
月
「
返
し
証
拠
之
事
」
、
「
覚
」

同
文
書
、
安
政
三
年
四
月
「
穂
波
郡
飯
塚
片
烏
幸
袋
三
ケ
村
船
庄

屋
中
井
船
頭
中
頭
取
中
乍
恐
連
名
を
以
御
願
申
上
侠
事
」

η
u
松
尾
文
書
慶
応
二
年
九
月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
村
川
櫛
御
改
被

成
ニ
付
仕
上
候
書
物
之
事
」

mw

六
角
文
書
「
蕩
永
三
年
成
正
月
年
々
団
地
買
取
証
文
控
」

町
山
同
文
書
「
交
政
五
年
午
八
月
田
川
郡
御
米
船
水
帳
」

ロ
同
文
書
「
金
田
四
郎
兵
衛
よ
り
酒
井
利
兵
衛
宛
書
状
」
佳
代
不

詳
な
る
も
天
保
十
一
年
以
降
の
も
の

日
M
日
い
ず
れ
も
松
尾
文
書

凶
「
私
並
ア
支
配
川
勝
舟
頭
中
御
年
貢
御
積
立
（
略
）
御
定
法
之
斉
賃

等
受
取
御
運
上
米
安
始
舟
場
余
米
相
納
」
（
松
尾
文
書
庚
応
三

3) 4) 6) 5) 
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19) 18) 17) 

年
「
木
屋
瀬
植
木
舟
庄
屋
舟
組
頭
よ
り
御
願
申
上
侯
事
」
）

「
若
松
市
史
」
二
九
四
頁

浜
中
文
書
文
政
六
年
五
月
「
借
用
仕
証
文
之
事
」

船
場
株
の
成
立
を
み
た
木
屋
瀬
は
「
御
国
中
ニ
而
蛾
荷
物
余
分
ニ

（
マ
マ
）

付
適
リ
候
所
栖
ハ
二
日
市
・
甘
木
・
原
因
・
飯
塚
・
木
屋
瀬
・
赤

間
辺
ニ
而
御
座
侯
」
（
三
奈
木
黒
田
文
書
寛
政
九
年
十
二
月
「
御

国
中
繍
実
婚
御
仕
組
記
録
」
宮
本
叉
次
編
「
九
州
終
済
史
編
集
」

第
三
巻
に
も
収
む
）
と
あ
り
、
長
崎
街
道
の
宿
駅
に
し
て
、
水
陸

交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
か
つ
鞍
手
郡
の
う
ち
遠
賀
川
右
岸
一
帯
を

商
業
閣
と
す
る
布
町
で
あ
っ
た
。
安
政
三
年
、
木
屋
瀬
村
総
人
数

千
五
百
三
拾
壱
人
の
う
ち
、
作
掛
り
人
数
は
弐
百
四
拾
人
で
残
り

千
二
百
九
十
一
人
は
「
諸
商
売
弁
旅
箆
屋
ニ
而
渡
世
」
し
て
い

る
o
h
（
松
屋
文
書
、
安
政
三
年
四
月
仮
題
「
木
屋
瀬
村
人
数
書

上
」
）
柏
屋
は
そ
の
代
表
的
商
人
で
寛
政
九
年
の
蝋
専
売
制
の
際
、

若
松
に
会
所
の
六
人
の
年
審
の
一
人
に
柏
屋
勘
十
郎
の
名
が
見
え

て
お
り
、
勘
十
郎
は
製
蝋
業
者
に
し
て
生
機
関
屋
で
も
あ
っ
た
。

叉
、
文
化
十
年
、
銀
引
替
受
持
に
柏
屋
新
四
郎
の
名
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
（
楠
橋
文
書
文
化
十
年
「
御
触
状
写
」
）

ま
た
山
胞
は
遠
賀
川
々
口
に
左
岸
の
芦
屋
と
対
峠
す
る
港
で
あ

っ
た
の
で
、
遠
賀
川
流
域
よ
り
出
で
、
そ
こ
へ
入
っ
て
行
〈
貸
物

が
多
く
こ
こ
で
積
か
え
ら
れ
た
。
ま
た
西
九
州
と
畿
内
、
瀬
戸
内

海
地
方
と
の
航
路
に
あ
た
り
仲
介
貿
易
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
特
に

山
鹿
商
人
に
よ
る
伊
万
里
焼
の
仲
介
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（

「
古
伊
万
里
」
五
O
O
J五
一
六
頁
、
浜
中
文
書
に
は
伊
万
里
焼

一六
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20) 

関
係
の
文
書
多
数
字
司
含
ん
で
い
る
）

滝
藤
進
之
助
「
藩
政
期
北
上
川
水
運
の
一
研
究
｜
務
域
に
お
け
る

市
場
形
成
の
序
説
と
し
て
｜
」
（
「
文
化
」
一
七
巻
竺
号
）
、
丹
治

健
蔵
「
利
綬
川
舟
還
の
展
開
｜
上
州
平
塚
河
岸
の
積
荷
を
め
ぐ
っ

21) 

て
ー
」
（
「
歴
史
地
理
」
九
O
巻
一
号
）

の
商
品
流
通
と
交
通
」

浜
中
文
書
文
化
十
二
年
九
月
十
三
日
「
永
代
船
場
売
渡
証
文
手

形
之
事
」
）

古
鳥
敏
雄
「
江
芦
時
代

園

、

封

建

的

水

運

機

構

の

動

揺

前
節
で
み
た
水
運
機
構
の
変
佑
は
一
定
の
商
品
施
通
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
尚
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
未
熟
な
段
階

に
と
ど
ま
り
、
自
由
な
商
品
流
通
で
は
な
く
、
領
主
規
制
の
強
い
商
品
流
通
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
鰐
所
有
の
集
中
、
船
場
株
の
成
立
は
そ
れ
自

体
反
封
建
的
な
・
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
由
な
商
品
生
産
と
流
通
を
望
む
農
民
と
結
ん
だ
船
頭
た
ち
の
藩
の
水
運
政
策
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
全
く
な
か

っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

天
保
九
年
、
鞍
手
郡
内
に
お
い
て
す
で
に
「
旅
出
之
節
ハ
道
銭
或
揚
銭
と
唱
山
本
船
頭
共
d
出
銭
致
せ
（
中
略
）
山
内
往
還
道
端
之
損
所
等

狼
ニ
申
立
」
て
て
、
石
炭
の
低
運
賃
輸
送
政
策
に
抵
抗
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
が
、
安
政
六
年
に
は
、

「
（
略
）
私
共
丁
場
々
々
ハ
上
漕
船
ニ
而
植
木
迄
積
下
ケ
井
手
越
仕
外
ニ
付
而
ハ
下
船
居
リ
合
不
申
節
ハ
岡
上
ケ
仕
申
件
処
御
用
石
粉
石
ニ
相

成
其
上
余
分
之
欠
立
或
ハ
出
方
仕
mw
得
ハ
流
失
仕
弥
以
極
々
難
渋
ニ
指
及
居
申
ぬ
右
ニ
付
毎
度
積
船
雇
主
等
仕
作
得
共
御
定
運
賃
之
外
増
銭

相
渡
不
申
市
ハ
積
方
不
仕
者
段
々
有
之
就
中
商
荷
等
御
慮
外
得
ハ
焚
石
積
方
相
止
指
支
申
作
」

と
、
船
頭
遥
は
山
元
荷
主
に
対
し
、
余
分
の
運
賃
を
要
求
し
、
要
求
が
充
た
さ
れ
な
い
時
は
石
炭
の
輸
送
を
拒
み
、
特
に
有
利
な
商
品
貨
物
の

輸
送
が
あ
る
場
合
は
運
賃
の
低
い
石
炭
の
輸
送
を
忌
避
す
る
動
き
を
示
し
て
い
る
。
と
の
よ
う
な
傾
向
は
次
第
に
全
流
域
に
拡
が
り
、
慶
応
三



（能）

年
に
は
「
川
勝
船
頭
共
別
段
罷
運
賃
石
有
之
欺
ニ
而
相
働
焚
石
炭
賃
石
有
之
節
は
右
積
方
不
致
（
略
）
内
々
多
分
之
心
付
不
相
渡
作
而
は
相
運

不
申
弥
増
不
風
俗
之
次
第
ニ
押
移
」
と
石
炭
山
元
（
H
御
用
荷
主
）
を
嘆
か
し
ひ
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
何
と
云
っ
て
も
運
送
貨
物
の
大
部
分
は
年
貢
米
と
石
炭
で
あ
っ
て
、
船
頭
達
の
生
計
も
そ
れ
ら
の
輸
送
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
ら
、
そ
こ
で
彼
等
は
年
貢
米
・
石
炭
の
運
賃
の
増
額
を
積
極
的
に
要
求
し
た
。
万
延
元
年
九
月
以
来
、
年
々
年
貢
米
の
輸
送
量
の
減
少
に
対

「
御
在
住
御
家
中
知
行
米
為
替
畠
方
不
残
代
銀
上
納
ニ
相
成
御
郡
御
囲
米
其
外
諸
指
紙
米
返
免
村
々
御
下
免
米
井
御
拝
借
米
等
ニ
而
若

松
積
立
所
払
抜
群
相
減
」
じ
た
分
の
運
賃
米
を
要
求
し
、

方
可
仕
」
と
願
い
出
て
い
る
。

し
て
、

「
米
穀
諸
品
高
直
ニ
付
相
当
之
運
賃
ニ
御
増
渡
ヲ
も
被
何
付
作
は
別
而
相
励
出
情
積

石
炭
運
賃
に
つ
い
て
も
、
「
近
一
統
諸
品
高
直
一
一
付
昨
春
焚
石
石
炭
共
運
賃
御
救
増
渡
之
儀
御
願
申
上
作
処
御
慈
悲
之
上
御
詮
儀
ヲ
以
御
増

渡
被
仰
付
（
中
略
）
然
ル
ニ
米
穀
ヲ
始
諸
式
只
様
高
直
ニ
押
移
り
今
日
之
過
位
相
立
兼
（
中
略
）
焚
石
石
炭
共
今
少
運
賃
御
救
増
渡
シ
被
仰
付

外
儀
は
被
為
叶
間
敷
哉
」
と
再
度
摺
額
を
要
求
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
御
用
石
炭
運
送
の
忌
避
と
、
運
賃
増
額
の
要
求
は
農
民
的
商
品
流
通
の
展
開
に
よ
っ
て
（
年
貢
米
輸
送
量
の
減
少
と
い
う
事

態
も
伴
っ
て
）
領
主
貨
物
の
低
運
賃
輸
送
政
策
が
破
綻
し
は
じ
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
焚
石
会
所
ニ
而
鱗
百
般
仕
立
増
石
斗
山

元
共
ぷ
割
付
手
船
同
様
ニ
而
石
炭
弁
焚
石
共
致
積
方
さ
せ
外
は
是
迄
の
船
頭
共
風
俗
も
立
直
シ
可
申
」
と
す
る
領
主
の
策
も
、
船
頭
達
に
阻
止

さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
船
頭
達
を
し
て
諸
賦
課
の
減
免
を
も
要
求
せ
し
め
る
に
至
っ
か
。

そ
の
後
、
明
治
三
年
三
月
に
「
会
所
附
属
舟
遠
鞍
ニ
五
拾
鰻
嘉
穂
へ
七
拾
般
都
合
百
弐
拾
鰻
新
規
ニ
造
り
立
御
伽
」
に
な
っ
た
が
、
ど
れ
程

の
新
造
が
行
わ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
領
主
の
弥
縫
策
も
効
果
を
発
し
な
い
ま
ま
明
治
四
年
十
一
月
、
洲
口
出
届
出
制
が
と
ら
れ
叫
翌
五
年
九
月
に
会
所
が
廃
せ
ら
れ

て
、
藩
の
封
建
的
水
運
政
策
に
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

江
戸
時
代
の
遠
賀
川
の
水
運
（
野
口
〉

一
六
五
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2) 1) 

許
斐
文
書
天
保
九
年
「
御
達
ケ
条
写
」
）

石
井
文
書
安
政
六
年
三
月
「
鞍
手
郡
四
郎
九
長
井
鶴
間
村
焚
石

山
一
元
中
よ
り
乍
恐
御
申
上
侠
口
上
之
覚
」

松
尾
文
書
慶
応
三
年
正
月
「
覚
」

同
文
書
明
治
二
年
十
一
月
「
鞍
手
郡
木
屋
瀬
植
木
直
方
三
ケ
所

船
頭
中
よ
り
乍
恐
御
申
上
侯
口
上
之
覚
」

同
文
書
慶
応
三
年
二
月
「
遠
賀
鞍
手
両
郡
舟
庄
屋
舟
組
頭
中
乍

恐
連
名
を
以
御
願
申
上
候
事
」

同
文
書
「
遠
賀
鞍
手
両
郡
舟
庄
屋
舟
組
頭
中
よ
り
乍
恐
御
願
申

上
候
事
」
年
代
不
詳

η
一
般
商
品
荷
物
の
運
賃
に
つ
い
て
も
、
万

延
一
万
年
九
月
に
二
割
増
（
松
尾
文
書
万
延
元
年
九
月
「
遠
賀
鞍
手

船
庄
屋
船
組
頭
よ
り
御
．
願
申
上
候
口
上
之
覚
」
）
、
文
久
三
年
に
三

割
増
（
飯
野
文
書
「
文
久
三
年
諾
御
用
留
書
」
）
要
求
が
な
さ
れ

て
お
り
、
万
延
元
年
の
二
割
増
要
求
は
直
ち
に
容
れ
ら
れ
た
。

年
賃
米
、
石
炭
と
一
船
商
品
荷
物
と
の
運
賃
を
比
較
す
る
と
凡
そ

次
の
知
く
で
あ
る
。
嘉
麻
郡
勢
田
村
・
若
松
聞
の
年
貢
米
一
後
当

り
運
賃
は
米
一
升
一
合
で
、
天
保
十
四
年
の
生
産
地
で
の
米
価
に

し
て
約
五
O
文
で
あ
る
、
（
許
斐
文
書
文
政
去
年
仮
題
「
勢
田
村

書
上
」
し
か
る
に
商
品
米
一
俵
の
運
賃
は
直
方
・
若
松
聞
で
六
O

文
、
万
延
元
年
九
月
よ
り
二
割
増
で
七
二
文
で
あ
る
。
（
松
尾
文

書
万
延
元
年
九
月
「
商
人
諸
荷
物
直
方
よ
り
芦
屋
若
松
迄
積
下
り

運
賃
之
覚
」
）
天
保
十
一
年
鞍
手
郡
下
境
村
、
若
松
聞
の
石
炭
百

一
六
六

斤
当
り
の
運
賃
は
三
四
文
で
あ
る
（
有
松
文
書
天
保
十
一
年
子
十

一
月
「
焚
石
積
下
川
術
運
賃
定
」
）
に
対
し
、
当
時
の
直
方
、
若

松
閥
の
蝋
百
斤
で
六
人
文
半
、
械
百
斤
六
尻
文
、
古
金
百
斤
九
六

文
と
い
ず
れ
も
石
炭
よ
り
大
分
高
か
っ
た
。

松
尾
文
書
慶
応
三
年
正
月
「
覚
」
そ
し
て
四
郡
山
元
中
よ
り
も

是
非
そ
の
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
安
政
五
年
に
も
み
ら
れ
、
そ
の
時
は
石
炭

輸
送
の
行
詰
り
打
開
策
と
し
て
、
「
焚
右
御
会
所
ニ
為
御
仕
組
追

て
川
附
数
拾
般
御
仕
出
御
試
と
し
て
三
拾
般
余
当
冬
よ
り
焚
石
山

元
共
船
仕
立
」
を
許
可
し
た
が
「
御
米
場
船
頭
難
渋
仕
候
閲
御
放

場
船
ハ
迫
て
御
取
止
ニ
相
成
申
侠
」
（
松
尾
文
書
、
安
政
五
年
十

一
月
「
鞍
手
郡
直
方
木
屋
瀬
楠
木
三
ケ
村
船
庄
屋
船
組
頭
中
よ
り

乍
恐
御
願
申
上
候
口
上
之
覚
」
）
と
船
頭
の
反
対
に
逢
っ
て
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
。

舟
庄
屋
舟
組
頭
ら
は
連
名
で
「
舟
頭
中
必
至
と
立
行
出
来
不
在
」

と
猛
烈
に
反
対
し
（
註
5
松
屋
文
書
）
、
却
っ
て
、
長
崎
非
常
弁

ぴ
に
芦
屋
・
若
松
に
異
国
船
渡
来
の
時
の
水
夫
出
方
、
殿
様
・
御

家
中
の
上
下
の
時
の
出
船
、
吉
田
掘
川
凌
夫
銭
上
納
、
諸
御
通
り

の
加
子
賃
米
上
納
等
の
「
何
れ
の
旅
成
共
御
減
少
被
仰
付
可
為

下
」
と
諸
負
担
の
軽
減
を
要
求
し
た
。
（
松
尾
文
書
慶
応
三
年
・

木
屋
瀬
植
木
舟
圧
屋
舟
組
頭
よ
り
御
願
申
上
侯
事
」
）

m
u
m
入
江
文
書
「
入
江
六
郎
七
記
録
」

9) 10) 

〔
付
記
〕
本
稿
は
昭
和
三
六
年
度
科
学
研
究
費
交
付
金
（
総
合
研
究
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
り
。
箭
内
教
授
の
御
指
導
と
御
励
ま
し
に
よ

4) 3) 5) 6) 8) つ
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
宮
崎
百
太
郎
民
蒐
集
史
料
を
多
く
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。








